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※※※ 重要事項説明書 ※※※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あなた（またはあなたの家族）が利用しようと考えている(介護予防)小規模多機能型居宅介護・短期利

用型サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わから

ないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 
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 この「重要事項説明書」は、「名張市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成 24年 12月 26日条例第 31号）」第 108条（第 9条準用）及び「名張市指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年 12 月 26 日条例第 32

号）」第 65条（第 11条準用）の規定にもとづき、(介護予防)小規模多機能型居宅介護・短期利用型サー

ビス提供契約に際して、事業者があらかじめ説明しなければならない内容を記したものです。 

 

小規模多機能型居宅介護事業所 とんぼ池 

 

【 (介護予防)小規模多機能型居宅介護・短期利用型 】 
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１ 事業主体 

事業主体（法人名） 特定非営利活動法人とんぼ池山荘 

代表者（役職名及び氏名） 理事長 福山 知子 

法人所在地 
〒５１８－０７３７ 

三重県名張市安部田１０９４番地 

電話番号及びＦＡＸ番号 電話 ０５９５‐６１‐０７３３  FAX ０５９５-６４-２２６６ 

設立年月日 平成１８年１月１８日 

法人の理念 

 

利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続する

ことができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通い

のサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせることに

より、地域の暮らしを支援します。 

 

 

 

２ 事業所の概要 

 ① 事業所の名称等 

事業所の名称 小規模多機能型居宅介護事業所 とんぼ池 

事業所の責任者（管理者） 澤田 裕加里 

開設年月日 平成１９年 ５月 1日 

介護保険事業者指定番号 名張市指定 2491300022 

事業所の所在地 
〒５１８－０７３７ 

三重県名張市安部田１０９４番地 

電話番号及びＦＡＸ番号 電話 ０５９５‐６１‐０７３３  FAX ０５９５-６４-２２６６ 

交通の便 近鉄赤目口駅より徒歩４５分、タクシー利用 

敷地概要・面積 敷地面積：656.16㎡ 

建物概要 構造：木造 2階建  208.21㎡ 

損害賠償責任保険の加入先 損保ジャパン 

② 主な設備 

宿泊室 ５室（定員１名/室） 面積 7.5㎡／室×５   

居間 43.13㎡ 

トイレ 車椅子対応トイレ１箇所、通常トイレ２箇所  

浴室 通常浴槽 

台所・食堂 49.00㎡ 
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３ 事業の目的 

事業の目的 

住み慣れた地域で生活するために、介護保険法令に従い利用者が自宅で

可能な限り暮らし続けられるような生活の支援を目的として、通いのサ

ービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせてサービスを

提供します。 

 

 

４ 事業実施地域、営業時間、定員等 

営業日及び営業時間等 営業日 １年３６５日    営業時間 ２４時間 

サービス提供時間 

通いサービス  基本 ７:００～２１:００ 

泊まりサービス 基本 ２１:００～翌７:００  

訪問サービス  ２４時間 

通常の事業実施地域 名張市 

定 員 登録定員２４名 通いサービス定員１２名 宿泊サービス定員５名 

 

 

５ 職員勤務の体制 

職種  職務内容 

管理者  １名(常勤 介護従業者と兼務) 
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行

います。 

介護支援専門員 

  

 １名(介護従業者と兼務) 

 

利用者の居宅サービス計画及び(介護予防)小規模多

機能型居宅介護計画を作成、利用に関する市町村へ

の届け出、関係機関との調整を行います。 

介護従業者 

 

 ６名以上 

(うち常勤１名以上 

うち看護職員１名以上) 

   

 

サービスの提供にあたり利用者の心身の状況などを

的確に把握し適切な介護を行う。また、必要に応じ

て訪問介護の業務に従事します。 

看護職員は利用者の健康状態を的確に把握するとと

もに、利用者がサービスを利用するために必要な処

置を行います。 

 

 

 

６ サービスの概要 

通いサービス 

食 事 

食事の提供及び食事の介助を行います。 

身体状況・嗜好、栄養バランスに配慮して提供します。 

（調理、配膳等を介護従事者とともに行うこともできます。） 

食事サービスの利用は任意とします。 

排 泄 
利用者の状況に応じ、適切な介助を行うとともに、排泄の自立について

も適切な援助を行います。 
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通いサービス 

入 浴 

利用者の状況に応じ、衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身等の適切な

介助を行います。 

入浴サービスについては任意とします。 

機能訓練 
利用者の状況に応じ生活の中で機能訓練を行い、身体機能の低下を防止

するように努めます。 

健康チェック 血圧測定、体温測定等、利用者の健康状態の把握に努めます。 

送 迎 利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。 

宿 泊 
事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話を

提供します。 

 

 

７ サービス利用料金 

 ①保険給付サービス利用料金 

保険給付サービス 

要支援、要介護度別に応じて定められた金額（省令により変更あり）から介

護保険給付額を除いた金額が、利用者負担額になります。 

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて利用者

の負担額を変更します。 

 

ア (介護予防)小規模多機能型居宅介護・短期利用居宅介護費（1日あたり） ※￥１０．１７/単位 

介護度 要支援１ 要支援２ 

単位数 424単位 531単位 

利用者負担 
（１割） 

432円  540円 

利用者負担 
(２割) 

863円 1,080円 

 

介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

単位数 572単位  640単位 709単位 777単位 843単位 

利用者負担 
（１割） 

582円   651円  721円 791円   858円 

利用者負担 
(２割) 

1,164円 1,302円 1,442円 1,581円 1,715円 

 

イ サービス提供体制強化加算（１日あたり） 

 Ⅰ  「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従事者の総数のうち、介護 

    福祉士が 70％以上、または、勤続 10年以上の介護福祉士が 25％以上のいずれかに該当すること」 

という要件を満たす場合の加算です。 

 Ⅱ  「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従事者の総数のうち、介護 

    福祉士が 50％以上であること」という要件を満たす場合の加算です。 

 Ⅲ  「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従事者の総数のうち、介護 

福祉士が 40％以上、または、常勤職員が 60％以上、または、勤続 7年以上の職員が 30％以上の 

いずれかに該当すること」という要件を満たす場合の加算です。 
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加算対象サービスとサービス単位数            

         

Ⅰ 

２５単位 

Ⅱ 

２１単位 

Ⅲ 

 １２単位 

サービス利用に係る利用者負担額 

（１割）    
 ２６円     ２２円   １３円 

サービス利用に係る利用者負担額 

（２割）    
  ５１円    ４３円    ２５円   

 

ウ 生産性向上推進体制加算(1ヶ月あたり) ※現在 加算Ⅱ 

 介護現場における生産性の向上に資する取組として、介護ロボットやＩＣＴ等を導入し、生産性向 

上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータの提出を行った 

場合に算定します。 

Ⅱ 以下の①～③を満たした場合に算定します。 

 ①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため 

の委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動 

を継続的に行っている事。 

 ②見守り機器等のテクノロジーを 1つ以上導入している事。 

 ③1年以内ごとに 1回、業務改善等の取組による効果を示すデータの提供を行う事。 

Ⅰ 上記のⅡに加え、以下の④～⑦を満たした場合に算定します。 

④（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成果が確認された事。 

 ⑤見守り機器等のテクノロジーを複数導入している事。 

 ⑥職員間の適切な役割分担（介護助手の活用等）の取組等を行っている事。 

 ⑦1年以内ごとに 1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行う事。 

加算対象サービスとサービス単位数            

         

Ⅰ 

100単位 

Ⅱ 

10単位 

サービス利用に係る利用者負担額 

（１割）    
１０２円 １１円 

サービス利用に係る利用者負担額 

（２割）    
 ２０４円 ２１円 

サービス利用に係る利用者負担額 

（３割） 
  ３０６円 ３１円 

 

エ 介護職員処遇改善加算 

介護職員等の確保に向けて、従来の、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び 

介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合 

わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。サービス提供に当り、該当す 

る加算を算定します。 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ① 短期利用居宅介護費に加算を加えた総単位数×１４．６％  

利用者負担額 ①×10.17×自己負担割合（円） 

 

②その他のサービス利用料金 

  以下の金額は利用料金の全額が利用者の負担になります。 

食事の提供に要する費用 朝食 ２５０円、昼食 ６００円、おやつ ５０円、夕食 ６００円  

宿泊に要する費用 １泊２，５００円 
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リクリエーション、クラブ活動 
利用者の希望により、教養娯楽としてリクリエーション活動に参加

していただくことができます。必要に応じて、材料費等の実費。 

任意活動、希望活動 実費 

個々の販売の場合 オムツ・リハビリパンツ・尿取パット等は、実費 

消費税 表示価格に含む 

 

 ③ 利用料金の支払い方法 

利用料、その他の費用の請求 

利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの

合計金額により請求いたします。 

請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１５日までに利用者あて

にお届け及び郵送致します。 

利用料、その他の費用の支払い 

当月の料金の合計額を翌月の２７日までに、下記のいずれかの方法

によりお支払いください。 

① 利用者指定口座からの自動振り替え 

② 現金によるお支払 

＊①・②ともに、領収証を発行させて頂きます。 

 

 

８ 利用にあたっての留意事項 

被保険者証の提示 サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

サービス提供中 気分が悪くなったときは、速やかに申し出てください。 

食 事 

食事サービスの利用は任意です。 

お弁当をご持参いただくことも可能です。その場合は、あらかじめ事業所に申

し出てください。 

入 浴 入浴サービスについては任意です。 

送 迎 送迎サービスについては任意です。 

宿 泊 
７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情が

ある場合は１４日以内）の期間です。 

設備、備品の使用 
事業所内の設備や備品は、本来の用法に従ってご利用ください。本来の用法に

反した利用により破損等が生じた場合は、弁償して頂く場合があります。 

迷惑行為等 
騒音等他の利用者の迷惑になる行為は、ご遠慮ください。 

また無断で他の利用者の宿泊室に立ち入らないように、お願いします。 
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飲酒、喫煙 
飲酒はご相談ください。 

施設内の喫煙は禁止いたします。 

所持品の持ち込み 高価な貴重品や大金は、管理できません。 

動物の持ち込み ペットの持ち込みは、お断りいたします。 

宗教活動、政治活動 事業所内での他の利用者に対する宗教活動及び政治活動は、ご遠慮ください。 

 

 

９ 衛生管理等 

（１）利用者の使用する施設、食器その他の設備又は引用に供する水について、衛生的な管理に努めると

ともに、衛生上必要な措置を講じます。 

（２）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求 

めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

（３）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に 

１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

 

１０ 非常災害時の対策 

非常災害時の対応方法 

消防計画第１節自衛消防組織に従い、利用者の人命安全のための避難誘

導を最重点とした任務を遂行します。 

災害状況の把握と活動の指揮命令、報告体制の確立を図ります。 

平常時の訓練等 避難訓練及び通報訓練は年２回 

防火管理者等 内村 三三子 

防犯防火設備 

避難設備等の概要 

 

スプリンクラー設備 緊急通報装置（０５９５-６４-４５１５）(ベル) 

誘導灯 消火器（３器） 

 

 

 

１１ 緊急時の対応方法 

事故発生時や利用者の体調悪

化時の緊急時の対応方法 

サービス提供中に利用者に病状の急変など緊急の事態が発生した場合、利

用者の主治医に連絡するとともに、あらかじめ指定する連絡先にも連絡

し、救急治療あるいは救急入院などの必要な措置を講じます。 

協力医療機関 「本重要事項説明書内、１１項 協力医療機関等」参照 

主治医 

利用者の主治医  

所属医療機関名  
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所在地 電話番号  

家族等 

緊急連絡先のご家族等  

住所 電話番号  

 

 

１２ 協力医療機関等 

協力医療機関 
機関名 赤目養生診療所 

所在地 名張市赤目町丈六 411       ℡ 0595-64-1055 

協力医療機関 
機関名 医療法人大町会 名張ふくにしクリニック 

所在地 名張市東町 1901-1      ℡ 0595-64-1717 

協力歯科医療機関 
機関名 医療法人福翔会 福森歯科クリニック 

所在地 名張市美旗中村 2339-2       ℡ 0595-65-4182  

連携介護老人福祉施設 
機関名 社会福祉法人弘仁会 特別養護老人ホーム国津園 

所在地 名張市神屋 765番地        ℡  0595-69-1316 

 

 

１３ 秘密の保持 

利用者及びその家族に関する 

秘密の保持について 

事業者及び事業者の従業者は、サービス提供をする上で知り得た

利用者及びその家族に関する秘密を正当な利用なく、第三者に漏ら

しません。 

 この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

従業者に対する 

秘密の保持について 

就業規則にて従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用

者及びその家族に関する秘密を保持する義務を規定しています。 

また、その職を辞した後にも秘密の保持義務はあります。 

個人情報の保護について 

事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サー

ビス担当者会議において利用者の個人情報を用いません。また、利

用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない

限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。 

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録

物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際

にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

 

 

１４ 小規模多機能型居宅介護（短期利用型）計画 

小規模多機能型居宅介護計画に

ついて 

事業所の計画作成担当者（介護支援専門員）は、利用者に係る居

宅サービス計画（ケアプラン）に沿って利用者の状況に合わせて適

切にサービスを提供するために、利用者と協議の上で(介護予防)小

規模多機能型居宅介護・短期利用型計画を定めます。 

計画の内容は書面に記載して利用者に説明の上交付します。 
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サービス提供に関する 

記録について 

サービス提供に関する記録は、その完結の日から５年間保管しま

す。また、利用者又は利用者の家族はその記録の閲覧が可能です。 

 

 

１５ 身体的拘束等について 

身体的拘束等の禁止 

事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行

動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行いません。 

緊急やむを得ない場合の検討 

緊急やむを得ない場合は、以下の要件をすべて満たす状態である

か管理者、計画作成担当者、看護職員、介護職員で構成する担当者

会議で検討します。個人では判断しません。 

・当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされ 

る可能性が著しく高い場合。 

・身体的拘束等を行う以外に代替する介護方法がないこと。 

・身体的拘束等が一時的であること。 

家族への説明 

緊急やむを得ない場合は、あらかじめ利用者の家族に、身体的拘

束等の内容、目的、理由、拘束等の時間帯、期間等を、詳細に説明

し、文章で同意を得た場合のみ、その条件と期間内においてのみ行

うものとします。 

身体的拘束等の記録 
身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

 

１６ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり

必要な措置を講じます。 

①虐待防止に関する担当者を選定しています。  

虐待防止に関する担当者 澤田 裕加里（サワダ ユカリ） 

②虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を 

図っています。 

③虐待防止のための指針の整備をしています。 

④従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

⑤サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）によ 

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

 

 

１７ 業務継続計画の策定等 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護の 

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計 

画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しま 

す。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 
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１８ 苦情相談機関 

事業所苦情相談窓口 

担当者  澤田 裕加里   

連絡先  ０５９５－６１－０７３３ 

受付時間 ９:００～１７:００ （月～金） 

事業所外苦情相談窓口 

名張市役所 福祉こども部 介護・高齢支援室 

連絡先  ０５９５－６３－７５９９ 

受付時間 ８:３０～１７:１５ （月～金） 

事業所外苦情相談窓口 

三重県国民健康保険団体連合会 保険介護福祉課 

連絡先  ０５９－２２２－４１６５ 

受付時間 ９:００～１７:００ （月～金） 

 

 

１９ 運営推進会議の概要 

運営推進会議の目的 

サービス提供に関して、提供回数等の活動状況を報告し、運営推進

会議から評価、要望、助言を受け、サービスの質の確保及び適切な

運営ができるよう設置します。 

委員の構成 

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括

支援センター職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する

者等     

開催時期 おおむね２ヶ月に１回開催します。 

以下、余白 
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この重要事項説明書の説明年月日      年   月   日 

 

上記の内容について「名張市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成 24年 12月 26日条例第 31号）」第 108条（第 9条及準用）及び「名張市指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24年 12月 26日条例第 32号）」第 65条

（第 11条準用）の規定にもとづき、利用者に説明を行いました。 

事業者実施主体 

三重県名張市１０９４番地 

特定非営利活動法人 とんぼ池山荘 

理  事  長   福山 知子 

事業所名称 小規模多機能型居宅介護事業所 とんぼ池 

事業所所在地 三重県名張市安部田１０９４番地 

説明者 氏名                         印  

 

利用者   住 所 

 

 

利用者   氏 名                         印  

  

利用者は、身体の状況等により署名が出来ないため、利用者本人の意思を確認のうえ、私が利用者に代わ

って、その署名を代筆しました。 

代理人   住 所 

 

 

代理人   氏 名                         印  

 


